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改正後 現行 

第１条 第１項～第４項（略） 

５ この約款に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面によ

り行わなければならない。ただし、電磁的記録であって発注者が認めた措置を講

ずる場合は、この限りでない。 

 

第２条～第３条 （略） 

第１条 第１項～第４項（略） 

５ この約款に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により

行わなければならない。（新設） 

 

 

第２条～第３条 （略） 

 

（契約の保証）   

第４条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を

付さなければならない。ただし、随意契約を締結する場合において、受注者が契

約を履行しないこととなるおそれがないと発注者が認めたときは、この限りでな

い。 

(1) 契約保証金の納付 

(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供 

(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、そ

の他の発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社（公共工事の前払金保証

事業に関する法律（昭和２７年法律第１８４号）第２条第４項に規定する保証事

業会社をいう。以下同じ。）の保証 

(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証（金

銭的保証に限る。） 

(5) この契約による債務の不履行により生ずる損害を塡補する履行保証保険契約

の締結及び当該保険証券の発注者への寄託 

２ 受注者は、前項第５号の規定による保険証券の寄託に代えて、電子情報処理組

織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法（以下「電磁的方法」

という。）であって、発注者が認めた措置を講ずることができる。この場合にお

 

（契約の保証）   

第４条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を

付さなければならない。ただし、随意契約を締結する場合において、受注者が契約

を履行しないこととなるおそれがないと発注者が認めたときは、この限りでない。 

(1) 契約保証金の納付 

(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供 

(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、その

他の発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社（公共工事の前払金保証事

業に関する法律（昭和２７年法律第１８４号）第２条第４項に規定する保証事業

会社をいう。以下同じ。）の保証 

(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証（金銭

的保証に限る。） 

(5) この契約による債務の不履行により生ずる損害を塡補する履行保証保険契約の

締結及び当該保険証券の発注者への寄託 

 

（新設） 
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いて、受注者は当該保険証券を寄託したものとみなす。 

３ 第１項各号に掲げる保証に係る契約保証金の額、有価証券等の価額、保証金額

又は保険金額（第６項において「保証の額」という。）は、請負代金額の１０分

の１以上としなければならない。 

４～６ （略） 

 

第５条～第２８条（略） 

 

（不可抗力による損害） 

第２９条 第１項～第３項（略） 

４ 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があった

ときは、当該請求に係る損害の額（受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったこ

とに基づくもの及び第５８条第１項の規定により付された保険により塡補され

た部分を除き、工事目的物等であって第１３条第２項、第１４条第１項若しくは

第２項又は第３７条第３項の規定による検査、立会いその他受注者の工事に関す

る記録等により確認することができるものに係る額に限る。以下この条において

「損害の額」という。）及び損害を受けた工事目的物等の取片付けに要する費用

の額の合計額（以下「損害合計額」という。）のうち請負代金額の１００分の１

を超える額を負担しなければならない。ただし、災害応急対策又は災害復旧に関

する工事における損害については、発注者が損害合計額を負担するものとする。 

５ （略） 

６ 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第２次以降

の不可抗力による損害合計額の負担については、第４項中「当該請求に係る損害

の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「損害を受けた工事目的物等の取片付

けに要する費用の額」とあるのは「損害を受けた工事目的物等の取片付けに要す

る費用の額の累計」と、「請負代金額の１００分の１を超える額」とあるのは「請

負代金額の１００分の１を超える額から既に負担した額を差し引いた額」と、「損

 

２ 前項各号に掲げる保証に係る契約保証金の額、有価証券等の価額、保証金額又

は保険金額（第５項において「保証の額」という。）は、請負代金額の１０分の１

以上としなければならない。 

３～５ （略） 

 

第５条～第２８条（略） 

 

（不可抗力による損害） 

第２９条 第１項～第３項（略） 

４ 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があった

ときは、当該請求に係る損害の額（受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったこ

とに基づくもの及び第５８条第１項の規定により付された保険により塡補された

部分を除き、工事目的物等であって第１３条第２項、第１４条第１項若しくは第

２項又は第３７条第３項の規定による検査、立会いその他受注者の工事に関する

記録等により確認することができるものに係る額に限る。以下この条において「損

害の額」という。）及び損害を受けた工事目的物等の取片付けに要する費用の額の

合計額（第６項において「損害合計額」という。）のうち請負代金額の１００分の

１を超える額を負担しなければならない。（新設） 

 

５ （略） 

６ 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第２次以降の

不可抗力による損害合計額の負担については、第４項中「当該請求に係る損害の

額」とあるのは「損害の額の累計」と、「損害を受けた工事目的物等の取片付けに

要する費用の額」とあるのは「損害を受けた工事目的物等の取片付けに要する費

用の額の累計」と、「請負代金額の１００分の１を超える額」とあるのは「請負代

金額の１００分の１を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項
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害合計額を」とあるのは「損害合計額から既に負担した額を差し引いた額を」と

して同項を適用する。 

 

第３０条～第３３条（略） 

 

（前金払及び中間前金払） 

第３４条 受注者は、請負代金額が２００万円以上の場合において､保証事業会社

と、契約書に記載されている工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金

保証事業に関する法律第２条第５項に規定する保証契約（以下「保証契約」とい

う。）を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の１０分の４に

相当する額の範囲内で前払金の支払を発注者に請求することができる。ただし、

発注者が前払金の支払を要しないと認めたときはこの限りでない。 

２ 受注者は、前項の規定による保証証書の寄託に代えて、電磁的方法であって、

発注者が認めた措置を講ずることができる。この場合において、受注者は当該保

証証書を寄託したものとみなす。 

３ 発注者は、第１項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から１４

日以内に前払金を支払わなければならない。 

４ 受注者は、保証事業会社と第１項の規定に基づく前払金に追加して支払う前払

金（以下「中間前払金」という。）に関し、契約書記載の工事完成の時期を保証

期限とする保証契約を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、発注者が別に

定めるところにより、請負代金額の１０分の２に相当する範囲内で中間前払金の

支払を発注者に請求することができる。この場合においては、第２項及び前項の

規定を準用する。 

５ 受注者は、前項の中間前払金の支払を請求しようとするときは、あらかじめ、

発注者又は発注者の指定する者の中間前払金に係る認定を受けなければならな

い。この場合において、発注者又は発注者の指定する者は、受注者の請求があっ

たときは、直ちに認定を行い、当該認定の結果を受注者に通知しなければならな

を適用する。 

 

 

第３０条～第３３条（略） 

 

（前金払及び中間前金払） 

第３４条 受注者は、請負代金額が２００万円以上の場合において､保証事業会社

と、契約書に記載されている工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金

保証事業に関する法律第２条第５項に規定する保証契約（以下「保証契約」とい

う。）を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の１０分の４に相

当する額の範囲内で前払金の支払を発注者に請求することができる。ただし、発

注者が前払金の支払を要しないと認めたときはこの限りでない。 

（新設） 

 

 

２ 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から１４日

以内に前払金を支払わなければならない。 

３ 受注者は、保証事業会社と第１項の規定に基づく前払金に追加して支払う前払

金（以下「中間前払金」という。）に関し、契約書記載の工事完成の時期を保証期

限とする保証契約を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、発注者が別に定

めるところにより、請負代金額の１０分の２に相当する範囲内で中間前払金の支

払を発注者に請求することができる。この場合においては、前項の規定を準用す

る。 

４ 受注者は、前項の中間前払金の支払を請求しようとするときは、あらかじめ、発

注者又は発注者の指定する者の中間前払金に係る認定を受けなければならない。

この場合において、発注者又は発注者の指定する者は、受注者の請求があったと

きは、直ちに認定を行い、当該認定の結果を受注者に通知しなければならない。 
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い。 

６ 受注者は、工事内容の変更その他の理由により請負代金額が著しく増額された

場合においては、その増額後の請負代金額の１０分の４（第４項の規定により中

間前払金の支払を受けているときは１０分の６）に相当する額から受領済みの前

払金額（中間前払金の支払を受けているときは、中間前払金額を含む。次項及び

次条において同じ。）を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金（中間前払

金の支払を受けているときは、中間前払金を含む。以下この条から第３６条まで

において同じ。）の支払を発注者に請求することができる。この場合においては、

第３項の規定を準用する。 

７ 受注者は、工事内容の変更その他の理由により請負代金額が著しく減額された

場合において、受領済みの前払金額が減額後の請負代金額の１０分の５（第４項

の規定により中間前払金の支払を受けているときは１０分の６）に相当する額を

超えるときは、受注者は、請負代金額が減額された日から３０日以内にその超え

る分に相当する前払金を発注者に返還しなければならない。 

８ 前項の規定による返還すべき金額が相当の額に達し、返還することが前払金の

使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、発注者と受注者とが

協議して返還すべき金額を定める。ただし、請負代金額が減額された日から１４

日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 

９ 発注者は、受注者が第７項に規定する期間内に同項の前払金を返還しなかった

ときは、その返還されない額につき、同項に規定する期間を経過した日から返還

する日までの期間の日数に応じ、契約締結の日において適用される政府契約の支

払遅延防止等に関する法律（昭和２４年法律第２５６号。以下「支払遅延防止法」

という。）第８条第１項の規定に基づき定められた率の割合で計算した額の遅延

利息の支払を請求することができる。 

 

（保証契約の変更） 

第３５条 受注者は、前条第６項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに

 

５ 受注者は、工事内容の変更その他の理由により請負代金額が著しく増額された

場合においては、その増額後の請負代金額の１０分の４（第３項の規定により中

間前払金の支払を受けているときは１０分の６）に相当する額から受領済みの前

払金額（中間前払金の支払を受けているときは、中間前払金額を含む。次項及び次

条において同じ。）を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金（中間前払金の

支払を受けているときは、中間前払金を含む。以下この条から第３６条までにお

いて同じ。）の支払を発注者に請求することができる。この場合においては、第２

項の規定を準用する。 

６ 受注者は、工事内容の変更その他の理由により請負代金額が著しく減額された

場合において、受領済みの前払金額が減額後の請負代金額の１０分の５（第３項

の規定により中間前払金の支払を受けているときは１０分の６）に相当する額を

超えるときは、受注者は、請負代金額が減額された日から３０日以内にその超え

る分に相当する前払金を発注者に返還しなければならない。 

７ 前項の規定による返還すべき金額が相当の額に達し、返還することが前払金の

使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、発注者と受注者とが

協議して返還すべき金額を定める。ただし、請負代金額が減額された日から１４

日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 

８ 発注者は、受注者が第６項に規定する期間内に同項の前払金を返還しなかった

ときは、その返還されない額につき、同項に規定する期間を経過した日から返還

する日までの期間の日数に応じ、契約締結の日において適用される政府契約の支

払遅延防止等に関する法律（昭和２４年法律第２５６号。以下「支払遅延防止法」

という。）第８条第１項の規定に基づき定められた率の割合で計算した額の遅延

利息の支払を請求することができる。 

 

（保証契約の変更） 

第３５条 受注者は、前条第５項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに
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前払金の支払を請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保

証証書を発注者に寄託しなければならない。 

２ 受注者は、請負代金額が減額された場合において、保証契約を変更したときは、

変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。 

３ 受注者は、第１項又は第２項の規定による保証証書の寄託に代えて、電磁的方

法であって、発注者が認めた措置を講ずることができる。この場合において、受

注者は当該保証証書を寄託したものとみなす。 

４ 受注者は、前払金額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には、発注者

に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。 

 

第３６条～第３９条（略） 

 

（継続費又は債務負担行為に係る契約の前金払及び中間前金払の特則） 

第４０条 第３４条及び第３５条の規定は、継続費又は債務負担行為に係る契約の

前払金及び中間前払金について準用する。この場合において、第３４条中「工事

完成の時期」とあるのは「工事完成の時期（最終の会計年度以外の会計年度にあ

っては、各会計年度末）」と、同条及び第３５条中「請負代金額」とあるのは「当

該会計年度の出来高予定額（前会計年度末における第３７条第１項に規定する請

負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において、当該会計

年度の当初に部分払をしたときは、当該超えた額を控除した額）」と読み替える。

ただし、この契約を締結した会計年度（以下「契約会計年度」という。）以外の

会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金及び

中間前払金の支払を請求することはできない。 

２ 前項の場合において、契約会計年度について前払金及び中間前払金を支払わな

い旨が設計図書に定められているときは、同項の規定により準用される第３４条

第１項及び第４項の規定にかかわらず、受注者は、契約会計年度について前払金

及び中間前払金の支払を請求することができない。 

前払金の支払を請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証

証書を発注者に寄託しなければならない。 

２ 受注者は、請負代金額が減額された場合において、保証契約を変更したときは、

変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。 

（新設） 

 

 

３ 受注者は、前払金額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には、発注者

に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。 

 

第３６条～第３９条（略） 

 

（継続費又は債務負担行為に係る契約の前金払及び中間前金払の特則） 

第４０条 第３４条及び第３５条の規定は、継続費又は債務負担行為に係る契約の

前払金及び中間前払金について準用する。この場合において、第３４条中「工事完

成の時期」とあるのは「工事完成の時期（最終の会計年度以外の会計年度にあって

は、各会計年度末）」と、同条及び第３５条中「請負代金額」とあるのは「当該会

計年度の出来高予定額（前会計年度末における第３７条第１項に規定する請負代

金相当額が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において、当該会計年度

の当初に部分払をしたときは、当該超えた額を控除した額）」と読み替える。ただ

し、この契約を締結した会計年度（以下「契約会計年度」という。）以外の会計年

度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金及び中間前

払金の支払を請求することはできない。 

２ 前項の場合において、契約会計年度について前払金及び中間前払金を支払わな

い旨が設計図書に定められているときは、同項の規定により準用される第３４条

第１項及び第３項の規定にかかわらず、受注者は、契約会計年度について前払金

及び中間前払金の支払を請求することができない。 
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３ 第１項の場合において、契約会計年度に翌会計年度分の前払金及び中間前払金

を含めて支払う旨が設計図書に定められているときは、同項の規定により準用さ

れる第３４条第１項及び第４項の規定にかかわらず、受注者は、契約会計年度に

翌会計年度に支払うべき前払金相当額及び中間前払金相当額（           

円以内）を含めて前払金及び中間前払金の支払を請求することができる。 

４ 第１項の場合において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度ま

での出来高予定額に達しないときには、同項の規定により準用される第３４条第

１項及び第４項の規定にかかわらず、受注者は、請負代金相当額が前会計年度ま

での出来高予定額に達するまで当該会計年度の前払金及び中間前払金の支払を

請求することができない。 

５ （略） 

 

第４１条～第４６条（略） 

 

（発注者の催告によらない解除権） 

第４７条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの

契約を解除することができる。 

(1)～(10) （略） 

(11) 受注者（受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。

以下この号において同じ。）が次のいずれかに該当するとき。 

イ 役員等（受注者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与

している個人又は団体を、受注者が法人である場合にはその役員、その支店

又は常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質

的に関与している個人又は団体をいう。以下この号において同じ。）が暴力

団又は暴力団員であると認められるとき。 

（削る） 

ロ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者

３ 第１項の場合において、契約会計年度に翌会計年度分の前払金及び中間前払金

を含めて支払う旨が設計図書に定められているときは、同項の規定により準用さ

れる第３４条第１項及び第３項の規定にかかわらず、受注者は、契約会計年度に

翌会計年度に支払うべき前払金相当額及び中間前払金相当額（           

円以内）を含めて前払金及び中間前払金の支払を請求することができる。 

４ 第１項の場合において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度ま

での出来高予定額に達しないときには、同項の規定により準用される第３４条第

１項及び第３項の規定にかかわらず、受注者は、請負代金相当額が前会計年度ま

での出来高予定額に達するまで当該会計年度の前払金及び中間前払金の支払を請

求することができない。 

５ （略） 

 

第４１条～第４６条（略） 

 

（発注者の催告によらない解除権） 

第４７条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの

契約を解除することができる。 

(1)～(10) （略） 

(11) 受注者（受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以

下この号において同じ。）が次のいずれかに該当するとき。 

イ 役員等（受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合

にはその役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務

所の代表者をいう。以下この号において同じ。）が暴力団員であると認めら

れるとき。 

 

ロ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。 

ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に
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に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしてい

ると認められるとき。 

ハ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与

するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関

与していると認められるとき。 

ニ 役員等が暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用

するなどしていると認められるとき。 

ホ～ト（略） 

(12) （略） 

 

第４８条（略） 

 

（談合等不正行為があった場合の違約金） 

損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認め

られるとき。 

ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与

するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関

与していると認められるとき。 

（新設） 

 

ホ～ト（略） 

(12) （略） 

 

第４８条（略） 

 

（談合等不正行為があった場合の違約金） 

第４９条 （略） 

２ 受注者は、前項の規定により違約金を支払う場合において、次の各号のいずれ

かに該当したときは、前項に規定する額のほか、請負代金額の１００分の５に相

当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 

(1) 前項第１号に規定する確定した納付命令における課徴金について、独占禁

止法第７条の３第２項及び第３項の規定の適用があるとき。 

(2) 前項第２号に規定する刑に係る確定判決において、受注者が違反行為の首

謀者であることが明らかになったとき。 

(3) 前項第２号に該当する場合であって、同項第１号に規定する確定した納付

命令における課徴金について、独占禁止法第７条の３第１項の規定の適用があ

るとき。 

(4) 前項第２号に該当する場合であって、受注者が発注者に福井市工事入札心

得第４の２及び福井市電子入札心得第４の１の規定に抵触する行為を行って

いない旨の誓約書を提出しているとき。 

第４９条 （略） 

２ 受注者は、前項の規定により違約金を支払う場合において、次の各号のいずれ

かに該当したときは、前項に規定する額のほか、請負代金額の１００分の５に相

当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 

(1) 前項第１号に規定する確定した納付命令における課徴金について、独占禁止

法第７条の２第８項及び第９項の規定の適用があるとき。 

(2) 前項第２号に規定する刑に係る確定判決において、受注者が違反行為の首謀

者であることが明らかになったとき。 

(3) 前項第２号に該当する場合であって、同項第１号に規定する確定した納付命

令における課徴金について、独占禁止法第７条の２第７項の規定の適用がある

とき。 

(4) 前項第２号に該当する場合であって、受注者が発注者に福井市工事入札心得

第４の２及び福井市電子入札心得第４の１の規定に抵触する行為を行っていな

い旨の誓約書を提出しているとき。 
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３～５（略） 

 

第５０条～第６１条（略） 

 

３～５（略） 

 

第５０条～第６１条（略） 

 

 


